
不動産登記法の施行に伴う関係規則の整理に関する規則 

（生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部改正） 

第１条 生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する規則（平成５年１２月生駒市規則 

第３０号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項第３号中「登記簿謄本」を「登記事項証明書」に改める。 

（生駒市墓地等の経営の許可等に関する規則の一部改正） 

第２条 生駒市墓地等の経営の許可等に関する規則（平成１４年３月生駒市規則 

第７号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項第４号中「土地登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改め、 

同条第４項第１号中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。 

（生駒市中小企業特別小口融資規則の一部改正） 

第３条 生駒市中小企業特別小口融資規則（平成１２年３月生駒市規則第１８号 

）の一部を次のように改正する。 

第５条第５号中「登記簿謄本」を「登記事項証明書」に改める。 

（生駒市公共用水路管理条例施行規則の一部改正） 

第４条 生駒市公共用水路管理条例施行規則（平成１６年９月生駒市規則第１８ 

号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項第４号を次のように改める。 

(4) 登記事項証明書 

第７条第２項第４号を次のように改める。 

(4) 登記事項証明書 

様式第１号及び様式第５号中「土地登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に 

改める。 

（土地譲渡益重課税制度に係る優良宅地認定事務施行細則の一部改正） 

第５条 土地譲渡益重課税制度に係る優良宅地認定事務施行細則（昭和４９年４



月生駒市規則第１４号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項第４号中「登記簿謄本」を「登記事項証明書」に改める。 

（短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外、長期譲渡所得の課税の特例及び一 

般土地譲渡益重課制度の適用除外に係る優良住宅認定事務施行細則の一部改正 

） 

第６条 短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外、長期譲渡所得の課税の特例及 

び一般土地譲渡益重課制度の適用除外に係る優良住宅認定事務施行細則（平成 

５年３月生駒市規則第６号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項第２号中「登記簿謄本」を「登記事項証明書」に改める。 

（生駒市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例施行規則の一部 

改正） 

第７条 生駒市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例施行規則（ 

平成３年４月生駒市規則第１１号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号中「登記簿謄本等」を「登記事項証明書等」に改める。 

（生駒市都市公園条例施行規則の一部改正） 

第８条 生駒市都市公園条例施行規則（昭和４５年３月生駒市規則第６号）の一 

部を次のように改正する。 

様式第６号中「登記簿、謄本等」を「登記事項証明書等」に改める。 

（生駒市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の一部改正） 

第９条 生駒市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則（昭和５９ 

年４月生駒市規則第８号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「土地登記簿」を「登記簿」に改める。 

（生駒市排水設備指定工事店等に関する規則の一部改正） 

第１０条 生駒市排水設備指定工事店等に関する規則（昭和５９年４月生駒市規 

則第９号）の一部を次のように改正する。



第３条第１項第６号中「登記簿謄本」を「登記事項証明書」に改める。 

（生駒市危険物規制規則の一部改正） 

第１１条 生駒市危険物規制規則（昭和６１年５月生駒市規則第７号）の一部を 

次のように改正する。 

第７条第１項第２号中「登記簿謄本若しくは抄本」を「登記事項証明書」に 

改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

○お問い合わせ先 文書課法制係（内線２６９）


